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※この手引は「鳥取県障がい児者自発的活動支援事業補助金交付要綱」（以下、「交付要綱」）及び「鳥取県障がい児者自発的活動支援事業　実施要綱」（以下、「実施要綱」）の記載内容やこれらに関する事項をまとめたものです。

※補助事業について応募される場合は必ず要綱等を御確認いただきますようお願いします。
１　補助金の概要

	事業者

→p.２
	在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内の団体等であって、補助事業を適正に執行するもののうち、以下の要件を満たすもの（共催可）。
・概ね県内の在宅の障がい児者とその保護者、及び支援者で構成されていること
・県内の在宅の障がい児者＋その保護者：支援者　＝　１：３　以内　であること
・団体等の構成員が１０名以上であること
・活動規模が県内かつ広域であること（団体等の構成員の居住地が複数の市町村に及んでいること）

（共催の場合、事業者全体で要件を満たせば可）

	補助事業↓

p.３
	区分
	（１）自発的レク活動事業
	（２）地域づくり交流促進事業

	
	目的
	在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加
	補助事業者の構成員である在宅の障がい児者等と健常者の交流（なお、この目的を達成するための工夫等を講じていること）

	
	企画
	補助事業者の構成員である在宅の障がい児者またはその保護者が自発的に企画したものであること（ただし、障がい児者の保護者が企画する場合は、可能な限り障がい児者の意思を確認すること）

	
	参加者
	・県内に在住する障がい児者が５名以上（実数）参加する事業であること
・事業に参加する障がい児者の居住地が複数の市町村に及んでいること
・事業への参加が参加者の自発的なものであること

	
	
	・障がい児者：保護者＋支援者

＝　１：３　以内であること
	・障がい児者との交流を目的として参加する健常者

　＝　参加者全体の３割～７割

・障がい児者　＝　参加者全体の３割～７割

	
	事業

内容
	・次に掲げるいずれかの形式もしくはこれらを組み合わせて行う事業であること
ア．レクリエーション事業　イ．教室開催事業　ウ．ピアサポート事業　エ．ボランティア事業

	事業数→p.５
	年度間２事業　※区分（１）・（２）の合計

	交付額の算定

→p.６
	対象経費から補助事業に伴う収入を除いた額（算定基準額）に補助率１／２を乗じた額と、上限額とを比較していずれか低い額

	上限額→p.７
	100千円
	250千円


２　事業実施の流れ

	２月～３月
	当初募集　※期限：令和８年３月６日（金）　→p.７

	４月～順次
	交付申請案内（内示）送付　→p.８

	～最もはやい支出の

時期の30日前
	交付申請　※期限：最もはやい支出の時期の30日前　　→p.８

	
	交付決定　→p.９

	※予算に余りがあった場合

	～最もはやい支出の

時期の60日前
	追加募集　※期限：最もはやい支出の時期の60日前　※随時募集　※採択は先着順　→p.７

	
	交付申請案内（内示）送付　→p.８

	～最もはやい支出の

時期の30日前
	交付申請　※期限：最もはやい支出の時期の30日前　→p.８

	
	交付決定　→p.９

	事業完了後

～事業翌年度４月10日
	実績報告　※期限：事業完了後30日以内 または事業翌年度４月10日　→p.９

	
	補助金額の確定・補助金精算払　→p.１０


【各種提出書類・添付資料について】
本事業に限らず、県事業は県民の税金を財源として実施されています。

事業全体の公正・公平さを対外的に証明・説明する必要があります。多くの書類及び資料を御提出いただく必要があり、お手数かとは思いますが、御協力いただきますようお願いします。

なお提出書類等について必要な補正等を依頼し、期限内に回答がない場合、申請を取り下げたものと見なすことがあります。
３　補助金の交付を受けることができる者
在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的として活動する県内のＮＰＯ法人、社会福祉法人、任意団体等（以下、「団体等」という。）であって、補助事業を適正に執行するもののうち、要件を満たすもの。

（１）構成員について（交付要綱　別表第１欄）

「概ね県内の在宅の障がい児者とその保護者及び支援者で構成されていること」

・この規定での「支援者」とは、障がい児者及びその保護者以外で、団体等が活動・運営を行う上で具体的かつ継続的な役割を担っている者を指します。

・この具体的な役割等について、「支援者の概要・役割」欄に記載してください。

・単に会員登録をしていることや運営費等を負担・寄付していることなどのみでは、この規定での「支援者」とは見なさないこととします。

・構成員のうち障がい児者が施設入所者のみである場合や、補助事業の実施主体が入所施設である場合、本事業の対象とはなりません。ただし、施設入所者である障がい児者が一時帰宅中の場合や、施設入所者である障がい児者が結成した任意団体が実施主体である場合は、本事業の対象となることがあります。

・県外在住の構成員や、障がい児者・その保護者・支援者以外の構成員が含まれることのみをもって対象外とはなりませんが、これらの構成員の割合が高い場合は本事業の対象外となります。

「団体等の構成員のうち、障がい児者とその保護者の数を１とした場合、支援者の数が概ね３以内となること」

・障がい児者・その保護者・支援者の人数内訳を「性質ごとの人数内訳」欄に記載してください。

・構成員のうち、支援者の数が、障がい児者とその保護者を合わせた数の３倍を超える場合、本事業の対象外となります。

・ただし相当の理由がある場合は本事業の対象となることがあります。この理由については、「障がい児者・保護者の数を１としたとき、支援者の数が３を超える場合、その理由」欄に記載してください。

「団体等の構成員が１０名以上であること」

・構成員が１０名未満である場合、本事業の対象外となります。

（２）活動規模について（交付要綱　別表第１欄）

「活動規模が県内かつ広域であること」

・「活動規模が広域である」とは、団体等の構成員の居住地が複数の市町村に及ぶことを指すこととします。団体等の構成員の居住地が単独の市町村内である場合、本事業の対象外となります。

・団体等の構成員の居住地について「団体構成員の居住地（市町村）の範囲」欄に記載してください。

（３）共催について（交付要綱　別表第１欄）

「なお、共催とする場合は、補助事業者全体で要件を満たせばよいものとする」

・応募する団体等のほかに一体となって補助事業を実施・運営する団体等がある場合、この団体等を「共催団体」として実施主体と見なすことができます。

・共催団体がある場合、構成員内の支援者の割合や団体構成員の居住地などに関する規定については、共催団体を含む実施主体全体で満たせばよいものとします。
・様式に「※全体」と記載がある欄については、共催団体も含めた実施主体全体について記載してください。

・共催団体と見なすためには企画や運営等に一体となって関わっていることが必要であり、単に協賛することや広告を出すこと、費用を支出することなどのみでは「共催」とはなりません。

４　補助事業

要件を満たすもののうち、知事が適当と認めるもの。
（１）区分・目的（交付要綱　別表第２欄）
	区分
	目的

	１　自発的レク活動事業
	在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加

	２　地域づくり交流促進事業
	補助事業者の構成員である在宅の障がい児者等と健常者の交流（なお、この目的を達成するための工夫等を講じていること）


・区分２「地域づくり交流促進事業」を実施する場合、障がい児者等と健常者の交流という目的を達成するための工夫を講じ、その取組について効果の検討などを行うことを要件とします。

・工夫等やその効果、次回に向けた検討などについては「事業目的を達成のために講じる工夫等」欄に記載してください。

※事業目的を達成のために講じる工夫等の例

◇障がい児者と健常者の混合チームで共同作業を行う

◇事業前に健常者が保護者や支援者から障がい児者への配慮やコミュニケーションの工夫等の説明を受け、配慮等を実践しながら障がい児者とのコミュニケーションを行う

※以下のような取組のみでは「事業目的を達成のために講じる工夫等」にはあてはまりません

◆障がい児者や保護者が講師となり、健常者等を聞き手（逆であっても同様）として講演・研修を行う

◆対話形式ではない形で、障がい児者・保護者サイドと健常者サイドにわかれて意見交換を行う

◆単に参加者として障がい児者と健常者が混在して参加する
（２）企画（交付要綱　別表第２欄）

「補助事業者の構成員である在宅の障がい児者またはその保護者が自発的に企画したものであること（ただし、障がい児者の保護者が企画する場合は、可能な限り障がい児者の意思を確認すること）」

・事業趣旨に則り、補助事業の企画は障がい児者本人が自発的に行い、障がい児者本人の希望に応じた事業を実施することとします。

・意思表示や企画が難しい特性のある障がいもあるため、障がい児者の保護者が企画して実施することも可能ですが、この場合、可能な限り障がい児者本人の意思を確認し、障がい児者本人の希望に応じた事業を実施するよう努めてください。

・以下のような事業は障がい児者本人等が自発的に企画したとは見なせないため、本事業の対象外となります。

◆すでに企業等が企画している事業に障がい児者を参加させるだけの事業
…旅行会社が企画したバスツアーへの参加など。ただし、障がい児者の企画を受けて企業等が具体的に日程等を設計する場合は対象となる場合があります。

◆上位団体を含む他団体の事業に参加するだけの事業
　…全国大会や中四国大会への参加、他団体が開催するイベントへの参加（参加費・交通費）など。

◆団体等が活動する上で本来行うべき基礎的な事業
　…団体等の総会の開催、保護者団体における保護者会や意見交換会の開催など。
（３）参加者（交付要綱　別表第２欄）

【区分１　自発的レク活動事業・区分２　地域づくり交流促進事業　共通】

「県内に在住する障がい児者が５名以上（実数）参加する事業であること」
・参加する県内在住の障がい児者が５名未満である場合、本事業の対象外となります。

・参加者数は延べ数ではなく実数を記載してください。

・交付申請及び実績報告の際に、参加する障がい児者の名簿（以下、「参加者名簿」の添付が必要になります。

・参加者名簿の様式は任意であり、既存の名簿等を添付していただいても差し支えありませんが、参加する障がい児者の以下の情報は最低限記載していただく必要があります。

◇氏名　◇居住市町村　◇障害者手帳や支援区分、利用しているサービスや制度に関する情報（※）

※例：障害者手帳（療育手帳含む）の種類及び等級、受給者証に記載される障害支援区分、利用している障害福祉サービスの種類、利用している地域生活支援事業（移動支援、日中一時など）の種類、特別支援学級への通級歴、発達障がい等の診断履歴、及びこれに類する情報など

※障がいの種類のみを記載（「知的障がい者」「身体障がい者」など）するのではなく、例に挙げたような詳細な情報を記載してください。

※団体等として通常このような情報を把握していない場合でも、本事業を利用するにあたり情報収集をしていただきますようお願いします。

※個人情報を提出することに抵抗がある場合もあるかと思いますが、本事業のために収集した情報等が他の目的のために使用されることはありませんので、御協力いただきますようお願いします。

「事業に参加する障がい児者の居住地が複数の市町村に及んでいること」

・参加する県内在住の障がい児者の居住地が単独の市町村内である場合、本事業の対象外となります。

・参加する県内在住の障がい児者の居住地について「事業に参加する障がい児者の居住地（市町村）の範囲」欄に記載してください。

・この要件は、交付申請時は満たされていても実績報告時に満たさない場合（参加申込みをしていた障がい児者が体調不良により参加をキャンセルした場合など）が想定されます。このような場合、実績報告時に相当の経緯・理由等の説明があれば、実績報告時に要件を満たしていなくても補助対象となる場合があります。実績報告時、「事業に参加する障がい児者の居住する市町村が複数でなくなった場合、その経緯・理由等」欄に記載してください。

・ただし、交付申請時の参加者名簿には、参加見込のない障がい児者や事業実施主体に所属する障がい児者全員を掲載するのではなく、事前申込制とするなど、補助事業に参加見込の障がい児者を掲載するよう努めてください。交付申請時と実績報告時の参加者名簿の内容が大きく異なる場合、経緯等についてお話を伺うことがあります。
「事業への参加が参加者の自発的なものであること」

・事業への参加（特に障がい児者の参加）については、可能な限り参加者本人の意思を確認するよう努めてください。

【区分１　自発的レク活動事業】

「参加者のうち、障がい児者の数を１とした場合、保護者及び支援者の数が概ね３以内となること（ただし、相当の理由があると認められる場合にはこの限りではない）」

・参加者のうち、障がい児者・その保護者・支援者の人数内訳を「内訳」欄に記載してください。
・事業実施における支援者の具体的な役割等について、「支援者の役割等」欄に記載してください。
・参加者のうち、障がい児者の保護者と支援者を合わせた数が、障がい児者の数の３倍を超える場合、本事業の対象外となります。
・ただし相当の理由がある場合は本事業の対象となることがあります。この理由については、「障がい児者の数を１としたとき保護者・支援者の数が３を超える場合、その理由」欄に記載してください。
【区分２　地域づくり交流促進事業】
「参加者のうち概ね３割から７割が、障がい児者との交流を目的として参加する健常者であること（ただし、この規定を満たさない相当の理由等があると認められる場合は、個別に協議した上で対象とするものとする）」

「参加者のうち概ね３割から７割が、健常者との交流を目的として参加する障がい児者であること（ただし、この規定を満たさない相当の理由等があると認められる場合は、個別に協議した上で対象とするものとする）」

・地域づくり交流促進事業は障がい児者と健常者の交流を目的とした事業であることから、参加者のうち障がい児者または健常者が極端に多すぎる・少なすぎることは望ましくない（交流に適さない）状態と考えられます。

・補助事業の性質によって参加者割合が偏る場合、「参加する障がい児者の数が全体の３割未満または７割を超える場合、その理由」欄または「参加する健常者の数が全体の３割未満または７割を超える場合、その理由」欄に理由等を記載していただき、個別に協議した上で事業の対象となることがあります。

「参加者のうち障がい児者との交流を目的として参加する健常者は、以下の例のような形で参加した者であること
ア．公募に対して応募した者
イ．学生サークル、学校等のクラス、自治体の子ども会など、短期間での入れ替わりが想定される団体等に所属する者
ウ．自治体の町内会、婦人会、保護者会など、地域振興や住民の親睦などを目的として活動している団体等に所属する者」

・より不特定多数の健常者と交流できる可能性が高い参加形式はアの公募ですが、参加者が不安定（数が少なくなる、特定の人に偏る　など）になる恐れがあるほか、補助事業の性質上、学生グループや地域の団体と交流する方が、より事業目的に適うという場合もあるかと思いますので、健常者の参加形式は必ずしも公募でなくても結構です。

・イまたはウの形式をとる場合、参加する健常者等が所属する団体等の名称を記載してください。

・ア～ウ以外の形式をとる場合、参加の形式について具体的に記載してください。

・どのような参加形式であっても、事業目的に照らし、その参加形式を採用した理由を「この参加形式とする理由」欄に記載してください。

・以下のような場合は、本事業での「障がい児者との交流を目的として参加する健常者」とは見なされません（疑義等がある場合は個別にお問合せください）。

◆事業者の団体構成員のきょうだい、親族、以前からの友人等

◆通常活動時から実施主体と一体となって活動しているなど、事業者の構成員と同様の活動を行っている者

◆障がい児者との交流以外のこと（事業日程に含まれるレクリエーション等）のみを目的に事業に参加する者
※「障がい児者との交流を目的として参加する健常者」とは見なされませんが、支援者等として事業に参加すること自体は支障ありません。
（４）事業数（交付要綱　別表第２欄）

「１団体あたり１年度間に２事業以内であること（なお、共催とする場合、各事業者が１事業を行ったものとする）」

・年度間の事業数は、区分１「自発的レク活動事業」と区分２「地域づくり交流促進事業」の事業数を合計した数を指します。

（５）事業内容（交付要綱　別表第２欄）

「次に掲げるいずれかの形式もしくはこれらを組み合わせて行う事業であること
ア．レクリエーション事業　イ．教室開催事業　ウ．ピアサポート事業　エ．ボランティア事業」

・各事業の具体的内容は以下のとおりです。

ア．レクリエーション事業…運動会、音楽活動、キャンプなどのレジャー活動を行う事業
イ．教室開催事業…講師等を招き、スポーツ、料理、ものづくりなどを参加者が体験する事業
ウ．ピアサポート事業…障がい児者やその家族が悩み相談や情報交換をする場を設ける事業
エ．ボランティア事業…障がい児者などがボランティア活動を行う事業
・以下のような場合、本事業の対象とならないことがあります。

◆演奏や劇・映画などの鑑賞やスポーツ観戦のみを内容とした事業

◆講演・研修の受講のみを内容とした事業
（６）その他の規定（交付要綱　別表第２欄）
「国、県または他の地方自治体から補助（本補助金を除く）を受けている事業でないこと」

・国や県を含む、他の地方自治体からの補助を受けている事業については、本事業の対象外になります。
・他の地方自治体から間接補助を受けている場合も対象外になります（例：Ａ団体から補助を受けて事業を実施するとき、Ａ団体の補助金事業が国からの補助金を利用している場合など）。

「交付決定日から事業年度の３月３１日までに完了する事業であること」

※令和８年度事業であれば、令和９年３月３１日まで

・交付決定日以前に完了した事業については本事業の対象外となります。

・なお、補助対象経費となるのは交付決定日以降の支出のみです。
「私的な事業でなく、補助事業者の構成員等に広く参加を呼びかけていること」

・広報等を利用し、実施主体の構成員等に広く参加を呼びかけるよう努めてください。

「営利を目的とした事業でないこと」

・このため、事業に係る収支は一致する必要があります。

５　補助対象経費

（１）対象となる経費（交付要綱　別表第３欄）

◇報償費…講師や看護師への謝金など

◇旅費…公共交通機関の交通費など

◇宿泊費…宿泊を伴う事業の場合、宿泊費など

◇需用費…食糧費(食事代、お茶代等)、消耗品費（資料代、雑費等）など

（賞品代、景品代及び性質・形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品の購入経費は除く）
◇役務費…通訳者派遣費、点字資料作成費、手数料、保険料など

◇使用料及び賃借料…バスの借り上げ代、会場の利用料など
のうち、以下の要件を満たす経費。
・交付決定後から事業完了までに支出されたものであること
・専ら補助事業者の役員または職員に係る経費でないこと
・補助事業者の職員の給与その他人件費でないこと（ただし、補助事業を行う上で特別に雇い入れることに伴う報償費は補助対象経費とする）
※旅行会社や宿泊先などから一括して請求があった場合でも、旅費や宿泊費として一括して計上せず、実態に合った科目にわけて計上してください。

※需用費のうち以下のものは対象外となります。

◆賞品代…競技などでの成績上位者や一定の条件（所属年数等）を満たした参加者に賞として配布する物品等の購入経費

◆景品代…参加者に配布する記念品やゲーム（くじ引き等も含む）の得点者に配布する物品等の購入経費

◆性質・形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品の購入経費
…来年度以降の事業でも継続して使用する物品、備品、補助事業以外の目的でも継続して使用する物品等の購入経費（補助事業の記念写真代や消耗品としての文房具類の購入費、体験教室等での材料費などについては、補助事業完了後ある程度の期間性質・形状が保たれる場合であっても、需用費として補助対象となります。疑義等がある場合はお問合せください。）
（２）収支予算書・決算書の記載科目について（関連…　７　補助金交付までの手続　（３）交付申請（６）実績報告　）

収入…事業に係る収入をすべて記載してください（自主財源を含む）。なお、補助対象外経費に充当する部分を差し引いて記載する場合は、摘要欄にその旨を記載してください。

支出…収支予算書に記載していない科目については、実績で費用が発生した場合でも補助対象外となることがあります。交付申請時に、事業で発生しうる経費について慎重に検討していただき、収支予算書を記載していただきますようお願いします。
（３）その他の留意点

・本補助金を受けるにあたり、これらの会計経理は他の事業等と明確に区分して執行してください。

・間接国庫補助事業にあたりますので、特に正確に、適正に事業を執行してください。
６　交付額の算定（補助率と上限額）

（１）交付額の算定（実施要綱１（１））
対象経費から補助事業に伴う収入（※）を除いた額（算定基準額）に補助率１／２を乗じた額と、上限額とを比較していずれか低い額（以下、「補助基準額」という。）（千円未満切捨て）。
ただし、応募のあった事業数が多い場合は、予算額を応募時の補助基準額に応じて按分した額を上限とします。
例）予算額2,000千円　当初募集での申請見込総額2,500千円の場合

　…一律で補助基準額の８割（2,000千円／2,500千円）が上限額となります。

※参加者から集めた参加費、団体等の自主財源については対象経費から除くべき「補助事業に伴う収入」にはあたりませんが、事業実施にあたり集めた寄付金、事業で行ったバザーの売上げ、事業実施にあたり他団体から受けた助成金等は、対象経費から除くべき「補助事業に伴う収入」にあたります。
（２）上限額（実施要綱１（２））
①「区分１　自発的レク活動事業」を実施する場合…100千円

②「区分２　地域づくり交流促進事業」を実施する場合…250千円

③その他、必要に応じて障がい福祉課長が別に定める額
（３）交付申請案内での「申請上限額」について（関連…　７　補助金交付までの手続　（２）交付申請案内（内示）　）

応募の受付後、県障がい福祉課から実施主体へ、交付申請についての案内通知を送付します。

そこで記載されている「交付予定額（申請上限額）」は、他の実施主体の補助基準額と県の予算を調整した結果、交付決定することができる上限額として算定された額になります。実施主体間の公平性を保つため、「交付予定額（申請上限額）」を超える額の交付申請は行わないようにしてください。

原則としては、応募時の申請見込額から増額が必要とならないよう、経費について検討の上応募していただければと思いますが、仮に応募時以降に、交付要綱第６条に定めるような変更があった場合は、県障がい福祉課の担当と調整の上、再度応募していただきますようお願いします（当初募集の場合、応募期限内であれば、書類の到着順によって取扱いに差が出ることはありません）。

また、交付決定以降に、交付要綱第６条に定める変更があった場合は、変更承認申請の手続をとってください（関連…　７　補助金交付までの手続　（５）申請内容の変更　）。
７　補助金交付までの手続

（１）応募

ア．概要

①当初募集…２月～３月（予定）
②追加募集（随時募集）…当初募集の結果予算に余りがあった場合、具体的な期限を定めず募集します。ただし、事業にかかる最もはやい支出の時期の60日前までに応募してください。なお、事業採択は先着順になります。
イ．留意事項　※記入例なども併せて御参照ください。

○担当窓口（応募団体・代表団体のもののみで可）

・提出された書類及び資料についての問合せが可能な担当者の窓口を記載してください。

・書類の差し替え等を依頼する場合がありますので、可能な限りメールアドレスを記載してください。

・電話等の連絡は「平日　連絡が取りにくい時間帯」に記載された時間帯以外の平日にさせていただきます。

○非構成員の概要等
・共催団体を含む実施主体の構成員以外の参加者（非構成員の参加者）がいる場合、その概要（参加の経緯や所属団体等）を「非構成員の概要等」欄に記載してください。
・基本的には実施主体の構成員が企画した事業に構成員自身が参加することを想定していますので、非構成員の数が参加者の半数を超える場合は、その理由について「非構成員の数が参加者の半数を超える場合、その理由」欄に記載してください。
○事業の主な日程
・事業の主な日程（日時・内容）を記載していただき、各日程にかかる主な経費についても併せて記載してください。

・様式の行が不足している場合は必要に応じて行を追加してください。

・既存資料（日程表、しおりなど）を編集したものを添付して代えても結構ですが、どの時点でどのような経費がかかるのかおおまかにわかるように記載してください。またその場合、様式には「別添のしおりのとおり」等の記載をしてください。
ウ．応募方法

記入例を御参照の上、「応募用紙」を作成し、郵送、ファクシミリまたは電子メールにより、以下の応募先に提出してください。

	【応募先及び問合せ先】

〒680-8570　鳥取市東町1丁目220番地　鳥取県庁福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課

電話：0857-26-7866　ファクシミリ：0857-26-8136　電子メールアドレス：shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp


なお、「応募用紙」の様式は、鳥取県庁障がい福祉課のホームページからもダウンロードできます。

（URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/264526.htm）
エ．当初募集の期限
令和８年３月６日（金）

（２）交付申請案内（内示）

・応募の受付後、県障がい福祉課から実施主体へ、交付申請についての案内通知を送付します。

・この交付申請案内において「交付予定額（申請上限額）」の通知を併せて行いますが、応募の内容をとりまとめて補助基準額の総額が県の予算を上回る場合、調整の結果、「交付予定額（申請上限額）」が申請見込額を下回る場合があります。

・実施主体間の公平性を保つため、「交付予定額（申請上限額）」を超える額の交付申請は行わないようにしてください。

（３）交付申請
ア．提出書類

◇交付申請書（鑑文）

◇事業計画書（様式第１号）
◇収支予算書（に準ずる書類）（様式第２号）
◇申請団体の活動概要・状況がわかる資料（総会資料・パンフレット等）
◇事業に参加する障がい児者の名簿
イ．留意事項　※記入例なども併せて御参照ください。

○交付申請書（鑑文）

・日付は和暦で記載してください。

・押印欄は、団体の代表者印（「○○の会　会長印」など）を押印してください（代表者印がない場合は、代表者の私印を押印してください）。※提出者が署名する場合には押印省略可。また、記名をもって署名に代えることも可。
・算定基準額欄には総事業費ではなく　補助対象経費の合計額－事業に係る収入の額　を記載してください。

・算定基準額及び交付申請額が収支予算書の数字と一致しているかどうか確認してください。

・添付書類を含め、コピー等の控えをとり、保管してください。

・鑑文に押印する場合、補正等が必要になった際、データでの差し替えができず、郵送での原本差し替えが必要となります。記載内容について十分御確認の上御提出ください。※提出者が署名または、記名により押印省略した鑑文を作成する場合、データでの差し替え可。
○事業計画書（様式第１号）※区分１ 自発的レク活動事業：様式第１号の１　区分２ 地域づくり交流促進事業：様式第１号の２

・応募時点から大きな変更がないようにしてください（仮に応募以降に大きな変更があった場合は、県障がい福祉課の担当と調整の上、再応募をお願いします）。

・「３．消費税の取扱について」には、収支予算書に記載されている補助対象経費に消費税等の仕入控除税額を含んでいるかどうか記載してください。なお、法人等に収入（売上げ）に係る消費税の納付義務がない場合、この欄は「含まない」と回答されることになります（関連…　７　補助金交付までの手続　（８）消費税等の仕入控除税額について　）。

・「４．他の補助金の活用について」には、本事業以外に、上位団体や民間の補助金を活用している場合、その内容を記載してください。
○収支予算書（に準ずる書類）（様式第２号）

・応募時点から大きな変更がないようにしてください（仮に応募以降に大きな変更があった場合は、県障がい福祉課の担当と調整の上、再応募をお願いします）。

・全体の収支が一致するように記載してください。

・補助対象外経費については記載しないでください。

・事業に係る収入をすべて記載してください（自主財源を含む）。なお、補助対象外経費に充当する部分を差し引いて記載する場合は、摘要欄にその旨を記載してください。
・収支予算書に記載していない科目については、実績で費用が発生した場合でも補助対象外となることがあります。交付申請時に、事業で発生しうる経費について慎重に検討していただき、収支予算書を記載していただきますようお願いします。
○申請団体の活動概要・状況がわかる資料（総会資料・パンフレット等）
・総会資料や団体等紹介パンフレット、団体等紹介ホームページなどの写しを提出してください。
○事業に参加する障がい児者の名簿

・参加者名簿の様式は任意であり、既存の名簿等を添付していただいても差し支えありませんが、参加する障がい児者の以下の情報は最低限記載していただく必要があります。
◇氏名　◇居住市町村　◇障害者手帳や支援区分、利用しているサービスや制度に関する情報（※）
※例：障害者手帳（療育手帳含む）の種類及び等級、受給者証に記載される障害支援区分、利用している障害福祉サービスの種類、利用している地域生活支援事業（移動支援、日中一時など）の種類、特別支援学級への通級歴、発達障がい等の診断履歴、及びこれに類する情報など
・参加見込のない障がい児者や事業実施主体に所属する障がい児者全員を掲載するのではなく、事前申込制とするなど、補助事業に参加見込の障がい児者を掲載するよう努めてください。交付申請時と実績報告時の参加者名簿の内容が大きく異なる場合、経緯等についてお話を伺うことがあります。
（４）交付決定
・交付申請を受け、適正な内容に補正の上、県から「交付決定通知」を送付します。

・この通知は、交付申請された事業に県として補助金を交付することを決定した、ということを示す公文書ですので、破損等のないよう保管をお願いします。

・補助金の支払がされるのは補助金の額の確定を行った後になります。変更交付決定や額の確定の内容等によっては、交付決定通知の内容と支払われる補助金額等が異なることがあります。
（５）申請内容の変更（変更承認申請）

・交付決定後、交付要綱第６条に定める変更があった場合、変更承認申請が必要になります。
（承認を要しない変更）
第６条　規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
（１）本補助金の増額を伴う変更
（２）事業の中止
（３）事業の内容に特に影響を及ぼすと認められる変更
・変更承認申請を受け、適正な内容に補正の上、県から「変更交付決定通知」を送付します。こちらの文書についても、「交付決定通知」と同様に破損等のないよう保管をお願いします。
（６）実績報告
ア．提出書類

◇実績報告書（鑑文）

◇事業実施報告書（様式第１号）
◇収支決算書（に準ずる書類）（様式第２号）
◇事業の概要・状況がわかる資料等（広報物や写真等）
◇障がい児者の事業への出欠状況がわかる資料（※区分２については、健常者の名簿も必要となります）
◇領収書の写し等支出の内容・時期・状況がわかるもの
イ．留意事項　※記入例なども併せて御参照ください。

○実績報告書（鑑文）　※提出期限：事業完了後30日以内
・日付は和暦で記載してください。

・押印欄には団体の代表者印（「○○の会　会長印」など）を押印してください（代表者印がない場合は、代表者の私印を押印してください）。※提出者が署名する場合には押印省略可。また、記名をもって署名に代えることも可。
・算定基準額欄には総事業費ではなく　補助対象経費の合計額－事業に係る収入の額　を記載してください。

・差引額＝交付決定時の額－実績額としてください。

・実績での算定基準額及び交付決定額が収支予算書の数字と一致しているかどうか確認してください。

・添付書類を含め、コピー等の控えをとり、保管してください。

・鑑文に押印する場合、補正等が必要になった際、データでの差し替えができず、郵送での原本差し替えが必要となります。記載内容について十分御確認の上御提出ください。
※提出者が署名または、記名により押印省略した鑑文を作成する場合、データでの差し替え可。

○事業実施報告書（様式第１号）※交付申請同様

・交付決定時点から大きな変更がないようにしてください。仮に交付決定以降に、交付要綱第６条に定める変更があった場合は、変更承認申請の手続をとってください（関連…　７　補助金交付までの手続　（５）申請内容の変更　）。
・事業に参加する障がい児者の居住する市町村が複数でなくなった場合、その経緯・理由等を記載してください。

・「区分２　地域づくり交流促進事業」を実施した場合、事業目的を達成のために講じる工夫等の効果等について振り返り、その内容を様式に記載してください。
○収支決算書（に準ずる書類）（様式第２号）

・交付決定時点から大きな変更がないようにしてください。仮に交付決定以降に、交付要綱第６条に定める変更があった場合は、変更承認申請の手続をとってください（関連…　７　補助金交付までの手続　（５）申請内容の変更　）
・全体の収支が一致するように記載してください。

・補助対象外経費については記載しないでください。

・事業に係る収入をすべて記載してください（自主財源を含む）。なお、補助対象外経費に充当する部分を差し引いて記載する場合は、摘要欄にその旨を記載してください。
・収支予算書に記載していない科目については、実績で費用が発生し収支決算書に記載した場合でも補助対象外となることがあります。
・交付申請時より支出が少なかった（収入が余った）場合、実績報告時に県補助金の額を減額して記載してください。
・増減額＝決算額－予算額としてください。

○事業の概要・状況がわかる資料等（広報物や写真等）

・補助事業の結果についての広報物や当日の写真等を添付してください。

○障がい児者の事業への出欠状況がわかる資料

・交付申請時に添付した「事業に参加する障がい児者の名簿」に記載されていた障がい児者の出欠状況がわかるものを添付してください。
　◇氏名　◇居住市町村　◇障害者手帳や支援区分、利用しているサービスや制度に関する情報
○領収書の写し等支出の内容・時期・状況がわかるもの

・対象事業のための支出とわかるように整理したものを添付してください。
・支出の時期が不明のものなど、対象事業のための支出と証明できない支出は対象となりません
（７）額の確定・補助金支払
・実績報告を受け、適正な内容に補正の上、県から補助金の「額の確定通知」を送付します。

・額の確定後、精算払の手続を行いますが、県の債権債務者登録を行っていない口座への振込を希望する場合は、振込依頼書（必要であれば委任状）を依頼しますので、提出をお願いします。
※振込依頼書…補助金の振り込みを希望する口座の情報を記載

※委任状…補助金の債権者（団体等の代表）と補助金振込先の名義が異なる場合に記載（両者が同一団体等に所属していることがわかる場合は不要）

（８）消費税等の仕入控除税額について（様式第４号関係）
◎収入非課税事業者（収入（売上げ）に係る消費税の納付義務がない）である場合、仕入控除も発生しないため、様式第４号の報告は不要です。※個人、課税売上げが1,000万円未満の場合は収入非課税事業者になります。
・団体等について、収入（売上げ）に係る消費税の納付義務がある場合、収入によって納付すべき消費税額から、支出（仕入れ）の際に支払った消費税額を控除して納付することができます。この控除する額を「仕入控除税額」と呼びます。なお、「仕入控除税額」は収入に係る消費税の申告により確定します。

・補助金は非課税収入であり、もともと消費税が課税されない収入であるため、補助金を収入に含めて仕入控除税額を算定した場合（「３．消費税の取扱について」で「含む」と回答した場合）、仕入控除税額のうち補助金が充当された部分については返還する必要があります。

・収入に係る消費税の申告により仕入控除税額が確定した際は、様式第４号で補助金返還相当額について報告してください。

・なお、補助金返還相当額は以下のように算定します。


８　その他の留意事項

・補助金の交付申請・実績報告にかかる書類や資料については、最短でも５年度間保管してください（本事業は間接国庫補助事業にあたり、過年度の実施事業について照会が必要になる可能性があるため）。
・事業についてのお問合せは下記にお願いします。
	【応募先及び問合せ先】

〒680-8570　鳥取市東町1丁目220番地　鳥取県庁福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課

電話：0857-26-7193　ファクシミリ：0857-26-8136　電子メールアドレス：shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp


補助金の確定額　…Ａのa


算定基準額　…Ａのb


実績報告時に減額した消費税仕入控除税額 　…Ｂ


消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額　…Ｃ　　　　　とすると、





補助金返還相当額 （Ｃ－Ｂ＞０の場合）＝ （Ｃ－Ｂ） ×（Ａのa／Ａのb）
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